
別紙１ 
 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対して提出された意見及び総務省の考え方 

 

No. 提出された意見 総務省の考え方 
提出意見を踏まえた

案の修正の有無 

１ 

水素ステーションに関連した適切な改正だと考えま

す。日本は水素エネルギー社会をリードする立場である

ため、適切・迅速な規制の更新を望みます。過去の事

故を鑑みて適切な規制を行いつつも、逆に必要以上に

厳しい規制は速やかに改正し、我が国の水素産業の競

争力を削がないよう願います。 

賛成御意見として承ります。また、御意見も踏まえ、 

燃料電池自動車の利用環境整備に資するよう、安全性

を確保しつつ、引き続き必要な対応を検討してまいり

ます。 

無 

◯提出意見数：１件 

※ その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが１件ありました。 


